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現状の水害リスク情報や取り組み状況の共有 

資料６ 
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（１）現状の水害リスク情報 



○堤防の高さや幅、過去の漏水実績などから、水防上特に注意を要する区間を定め、重点的に巡視
が必要な箇所を重要水防箇所として指定し、青森県ホームページにて公表している。 

堤防高 
（流下能力） 

Ａランク ：計画高水流量規模の洪水の水位が現況の堤防高を越える箇所。 
Ｂランク ：計画高水流量規模の洪水の水位と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。 

堤防断面 Ａランク ：現況の堤防断面・天端幅が、計画の堤防断面・計画の天端幅の２分の１未満の箇所。 
Ｂランク ：現況の堤防断面・天端幅が、計画の堤防断面・計画の天端幅に対して不足しているが、それぞれ２分の１以上確保されている箇所。 

法崩れ・すべり、 
漏水 

Ａランク ：過去に法崩れ・すべりの実績や、漏水の履歴があり、その対策が未施工の箇所。 
Ｂランク ：過去に法崩れ・すべりの実績や、漏水の履歴があるが、その対策が暫定施工の箇所。堤体あるいは基礎地盤の土質等からみて法崩     
       れ・すべりや漏水が 発生する恐れのある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。 

■補足説明 
※この他、水衝部や洗掘箇所、工作物等設置箇所においても評定基準を定めています。 
 また、新しく施工された堤防や破堤跡、旧川跡については、注意を要する箇所として「要注意区間」として整理しています。 
※重要水防箇所については、青森県のホームページで公表している水防計画書に記載されています。 
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水系名 河川名 

重要水防区間延長（左右岸合計） 

Ａ 
重要水防区間 
延長（ｋｍ） 

水防上最も重要な区間 

Ｂ 
重要水防区間 
延長（ｋｍ） 

水防上最も重要な区間 

Ａ＋Ｂ 
総延長（ｋｍ） 

中村川 中村川 0 10,260 10,260 

赤石川 
沼ノ沢川 0 4,450 4,450 

恩愛沢川 0 850 850 

鳴沢川 鳴沢川 0 3,200 3,200 

小童子川 小童子川 0 200 200 

磯崎川 磯崎川 0 5,000 5,000 

泥川 泥川 1,000 3,200 4,200 

津梅川 津梅川 0 1,900 1,900 

小泊川 小泊川 5,600 0 5,600 

磯松川 磯松川 4,400 0 4,400 

合   計 11,000 29,060 40,060 

西北圏域 減災対策協議会の対象河川 

重要水防箇所 



○堤防の高さや幅、過去の漏水実績などから、水防上特に注意を要する区間を定め、重点的に巡視
が必要な箇所を重要水防箇所として指定し、青森県ホームページにて公表している。 
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（現状と課題） 
○水害リスクが高い区間が非常に多い。 
○未整備区間が長く、「ハード対策」（築堤、河道掘削等）を実施する必要があるが、費用も時間も必要。 
○洪水時、水防団による巡視区間や水防活動のおそれがある箇所が非常に多く、水防団の負担も大きい。 

西北圏域 減災対策協議会の対象河川 

重要水防箇所 

水系名 河川名 

重要水防区間延長（左右岸合計） 

Ａ 
重要水防区間 
延長（ｋｍ） 

水防上最も重要な区間 

Ｂ 
重要水防区間 
延長（ｋｍ） 

水防上最も重要な区間 

Ａ＋Ｂ 
総延長（ｋｍ） 

中村川 中村川 0 10,260 10,260 

赤石川 
沼ノ沢川 0 4,450 4,450 

恩愛沢川 0 850 850 

鳴沢川 鳴沢川 0 3,200 3,200 

小童子川 小童子川 0 200 200 

磯崎川 磯崎川 0 5,000 5,000 

泥川 泥川 1,000 3,200 4,200 

津梅川 津梅川 0 1,900 1,900 

小泊川 小泊川 5,600 0 5,600 

磯松川 磯松川 4,400 0 4,400 

合   計 11,000 29,060 40,060 



浸水想定区域図・ハザードマップ  
 

 
 

 
 

 
 

浸水想定区域図（中村川） 

洪水ハザードマップ（市町村作成） 

【シミュレーション条件】 
・降雨：流域24時間雨量189mm（1/30） 

【ハザードマップ】 
・避難所の場所 
・避難所の連絡先 
・要配慮者利用施設 などを追加 
※市町村が作成し、住民へ配布 

【浸水想定区域図】 
・浸水範囲 
・浸水深 
※河川管理者が作成し、市町村へ通知 

H28年度より、想定最大規模降雨による浸水想定区域図作成に着手 5 



（２）現状の減災に係る取組状況等 
 

①情報伝達、避難計画に関する事項 
 

１）洪水予報河川・水位周知河川 
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洪水時における県からの情報提供等の内容及びタイミング（洪水予報河川） 

（現状と課題） 
○青森県では、管理河川２８６のうち、５河川が洪水予報  
 河川に指定されている。 
○そのうち、西北圏域減災対策協議会では、洪水予報河 
 川は指定されていない。 

洪水予報の発表 

洪水予報の基準となる基準観測所水位 

（青森県と気象庁との共同発表） 
【洪水予報河川】（都道府県管理河川） 
 

 ・流域が大きい河川で、洪水により国民経済上重大又は 
  相当な損害を生じる恐れがある河川を知事が指定。 
 ・洪水の恐れがあると認められたときは水位又は流量を 
  通知。 
 ・都道府県知事が気象庁長官と共同して、水防管理者 
  及び量水標管理者に通知。 
 ・必要時応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・市町村長の避難勧告等の発令判断の目安 
・住民の避難判断の参考となる水位 

氾濫危険水位 

・市町村長の 

 避難準備・高齢者等避難開始の発令判断の目安 
・住民の避難判断の参考となる水位 

避難判断水位 

・のり崩れ、洗掘、漏水などの災害が発生する危険が
ある水位 
・水防団の出動の目安 巡視開始 

氾濫注意水位 

・水防団が水防活動を始める目安となる水位 

水防団待機水位 
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【水位周知河川】（県管理河川） 
 

・洪水予報河川以外で洪水によ 
 り国民経済上重大又は相当な 
 損害を生じる恐れがある河川 
 を知事が指定 
・洪水特別警戒水位に到達した 
 ときは、当該河川の水位又は 
 流量を通知。 
・都道府県知事が水防管理者  
 及び量水標管理者に通知。 
・必要時応じ報道機関の協力を 
 求めて、一般に周知。 
 

○青森県では、管理河川２８６のうち、３１河川が水位周知河川に指定されている。 
○そのうち、西北圏域減災対策協議会では、１河川が指定され、避難勧告等の発令判断の目安となる氾濫
危険情報の発表を行っているほか、氾濫警戒情報の発表も行っている。 
○洪水時に、各河川の受け持ち区間内の基準水位観測所水位を確認することにより、水防団の水防活動 
 の目安や地域住民が避難を判断する目安の水位を確認できるように情報の提供を行っている。 
○提供する水位情報等の防災情報の持つ意味や防災情報を受けた場合、その後の対応について、市町村 
 と理解を深め、確実に実施できる体制を整える必要がある。 
○水位周知河川の拡大も必要であるが、指定に伴う水位観測施設の整備、浸水想定区域図の作成が必要。 
○水位周知河川以外の河川であっても、市町村が必要と認める河川には水害リスク情報の提供が必要。 

（現状と課題） 

 
 

 
 

 
 

洪水時における県からの情報提供等の内容及びタイミング（水位周知河川） 

・市町村長の避難勧告等の 
 発令判断の目安 
・住民の避難判断の参考と 
 なる水位 

・市町村長の 
 避難準備・高齢者等避難 
 開始の発令判断の目安 
・住民の氾濫に関する情報へ
の注意喚起 
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№ 河川名 
延長 

（km） 
沿川の市町村名 

洪水予報 
河川 

水位周知 
河川 

水位計 河川監視カメラ（箇所） 

（箇所数） （公開箇所数） （箇所数） （公開箇所数） 

1 中村川 29.90 鰺ヶ沢町 × ○ 1 1 1 1 

2 赤石川 34.70 鰺ヶ沢町 × × 1 1 0 0 

3 鳴沢川 12.40 鰺ヶ沢町 × × 1 1 0 0 

4 追良瀬川 28.00 深浦町 × × 1 1 0 0 

5 笹内川 13.80 深浦町 × × 1 1 0 0 

6 小泊川 5.70 中泊町 × × 1 1 1  1  

集  計 0 1 6 6 2 2 

洪水予報、水位周知河川の指定状況及び監視施設の状況 

○青森県では、管理河川数２８６に対して、洪水予報河川数は５、水位周知河川数は３１。 
○西北圏域減災対策協議会の管理河川数は２６に対して、洪水予報河川数は０、水位周知河川数は１。 
○河川水位を測定する水位計は６箇所、その内６箇所をＨＰで公開。 
○水位状況を把握するための河川監視カメラは２箇所、その内２箇所をＨＰで公開。 

 
 

 
 

 
 

 
 

西北圏域 減災対策協議会対象河川 

（現状と課題） 
 ○洪水予報、水位周知河川の指定数は１。 
 ○指定数の拡大が望まれるが、水位計の設置、観測等が必要なため、費用、時間がかかる。 
 ○水位計、河川監視カメラの増設について検討する必要がある。 
 ○また、避難勧告等を担当する市町村と優先順位、必要河川数等について議論する必要がある。 
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（２）現状の減災に係る取組状況等 
 

①情報伝達、避難計画に関する事項 
 

２）住民等への情報伝達 
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避難判断水位
を超えた！ 

～水位の確認方法～ 住民等への情報伝達（青森県河川砂防情報提供システム） 

●河川の水位や雨量、洪水予報、カメラ映像等をリアルタイムで配信している。 
 
 PC版URL：http://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/ 

スマートフォン版 携帯電話版 11 

http://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/
http://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/
http://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/


 大雨が降ったときや、河川の水位が上昇したとき、携帯電話やスマートフォンに水位情報
等をメールでお知らせするもの。 

 早めに情報を入手し、洪水に備えることにより、余裕をもって避難することが可能。 
 登録者数のさらなる増加に向けて、一層の広報活動が必要。 

住民等への情報伝達（洪水お知らせメール） 

「青森県河川砂防情報提供システム」から登録することができます。 
12 



（２）現状の減災に係る取組状況等 
 

①情報伝達、避難計画に関する事項 
 

３）タイムライン・ホットライン 
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避難勧告等の発令に着目したタイムライン 

タイムラインとは 
 
●災害が発生することを前提と
して、関係者が事前にとるべき
行動を「いつ」「誰が」「何を
するか」に着目して時系列で整
理した防災行動計画 
 
●H24米国ハリケーン・サン
ディで実施された「タイムライ
ン」が被害軽減に大きな成果を
上げたことから、減災のソフト
対策として注目されるように
なった 
 
●国管理河川ではH26から主
に洪水に対応した「避難勧告等
の発令に着目したタイムライ
ン」を策定・活用し、効果を上
げている 
 
H27関東・東北豪雨における 
避難勧告等の発令率 
 
氾濫危険情報発表：45市町村  
→うち18市町村でﾀｲﾑﾗｲﾝ策定済み 
 
・ﾀｲﾑﾗｲﾝ策定済市町村 発令率 72%   
 （13市町村で発令/18市町村） 
 
・ﾀｲﾑﾗｲﾝ未策定市町村 発令率 33% 
 （ 9市町村で発令/27市町村） 
 
 ⇒ 策定済み市町村の発令率が高い 
 

気象・水象 河川管理者 自治体 住民等 

各主体の行動を時系列で整理 

時
間
経
過
 

タイムラインの例 
 
●つがる市（繁田、五所川原、幡龍橋水位観測所）タイムライン（岩木川） 

14 



洪水時における県からの情報提供等の内容及びタイミング（ホットライン） 

急激な水位上昇等による要配慮者利用施設での逃げ遅れによる被害が発生（岩手県小本川） 
 

（現状と課題） 
○小本川沿川地域で避難勧告が出ていなかった 
 ・県から情報が首長に伝わっていなかった 

 ・首長に対する技術的な支援がなかった。（水位の上昇が早く臨機な対応ができなかった。 

■都道府県管理河川でも 
ホットラインの構築が必要 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ホットライン 

ホットライン 
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（現状と課題） 
○青森県では、国管理河川で実施されている「ホットライン」（河川管理者から関係市町村長に対して避難勧告等が 
 適切なタイミングで発令できるための情報提供、技術支援）を構築済み。 
○ホットラインにより提供する情報について、関係市町村との議論が必要。 
○西北圏域減災対策協議会の県管理河川は２６河川と非常に多いため、関係市町村との議論により、必要な河川の  
 選定、優先順位を決める必要がある。 



（２）現状の減災に係る取組状況等 
 

①情報伝達、避難計画に関する事項 
 

４）浸水想定区域図・ハザードマップ 
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（現状と課題） 
 ○想定最大規模降雨（Ｌ２） の浸水想定区域図については、早期に、計画的に、作成が必要。 
 ○平成３２年度までに洪水予報河川・水位周知河川において浸水想定区域図（Ｌ２）を作成予定。 
 ○その他の河川で、新たに水位周知河川に指定する河川については、浸水想定区域図の作成が必要。 

№ 河川名 沿川の市町村名 
洪水予 
報河川 

水位周 
知河川 

水位計 
（箇所数） 

河川監視 
カメラ 

（箇所） 

浸水想定区域図 

浸水実 
績図等 計画規模降雨 

（Ｌ１） 
想定最大規模降雨 

（Ｌ２） 

1 中村川 鰺ヶ沢町 × ○ 1 1 ○ 

2 赤石川 鰺ヶ沢町 × × 1 0   

3 鳴沢川 鰺ヶ沢町 × × 1 0 

4 追良瀬川 深浦町 × × 1 0 

5 笹内川 深浦町 × × 1 0 

6 小泊川 中泊町 × × 1 1 

集  計 0 1 6 2 1 1 0 

避難場所・避難経路（浸水想定区域図の作成状況） 

○青森県では、浸水想定区域図作成が必要な河川数３５に対して、計画規模降雨（Ｌ１）の浸水想定 
 区域図の作成状況は３５作成（１００％）。想定最大規模降雨（Ｌ２）は未作成（Ｈ２８着手）。 
○西北圏域減災対策協議会での必要な河川数１に対して、計画規模降雨（Ｌ１）の浸水想定区域図の

作成状況は１河川作成（１００％）。想定最大規模降雨（Ｌ２）は未作成。 

 
 

 
 

 
 

 
 

西北圏域 減災対策協議会対象河川 
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【 現 状 と 課 題 】 【 洪水浸水想定区域の策定 】 【効 果 】 

降雨の局地化・集中化・激甚化 
現行施策の目標を超える洪水の発生が現実的
になってきている 
 

現行施策の課題 
浸水想定区域（ソフト対策） 
現行の浸水想定区域(※)は河川整備の目標洪水
を想定しているため、目標を超える洪水に対
応できない恐れ 

（※）浸水想定区域 
・市町村地域防災計画に洪水予報等の伝達方法、 
 避難場所、避難経路等が定められ、ハザードマッ 
 プにより当該事項が住民等に周知される 
・現在、県管理３５河川について策定・公表済み 

事業上の弱点把握  
重要施設の耐水化 
代替機能の確保 
自衛水防、業務再開計画 

最大規模の洪水を想定・共
有することで、各主体が講
じる事前の備えや取組が充
実し、より安全な生活環境
の確保が図られる 

水防法の改正 
想定し得る最大規模の洪水へのソフト対策 

水害リスクの認知度向上 
主体的避難の促進 

ハザードマップ改定 
地域防災計画改定 
避難円滑化の取組 
広域避難や救助等への備え 

 【市町村】防災力の強化 

  【住民】避難力の向上 

  【公益事業者、企業等】 
   事業継続力の向上 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ 

連 

携 

想定し得る最大規模の降雨による洪水浸
水区域を策定する 

「水防法等の一部を改正する法律」 
 H27年5月公布、7月施行 
 

洪水浸水想定区域の策定 
想定し得る最大規模の降雨による浸水想定区域
を示す 
 

最大規模の洪水へ備えが必要 
目標を超える洪水に対しても、命を守り、社
会経済の壊滅的な被害を回避するための備え
や取組みが必要 

現行の浸水想定区域を最大規模の
洪水へ拡充することが義務化 
（県管理３５河川） 

現行の浸水想定区域策定済み３５河川 
 

 ※今後、水位周知河川等に追加指定する河川 
  についても作成が必要となる。 

対  象 

（H27水防法改正に対応） 

想定降雨 

最
大
規
模
の
洪
水
を
想
定
・
共
有 

  ※現行の浸水想定区域図に加筆 

浸
水
域
拡
大 

浸水域拡大 

現行の想定 
氾濫区域 

イメージ 

想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の策定（県管理河川） 

現 行：河川整備の計画規模の降雨 
    年超過確率5%～1%（1/20～1/100） 

    いわゆる20～100年に1回程度の雨 

 
本事業：想定し得る最大規模の降雨 
    年超過確率概ね0.1%（1/1,000） 

    いわゆる1,000年に1回程度の雨 
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想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の策定（二級河川）  
 

 
 

 
 

 
 

洪水予報河川・水位周知河川　浸水想定区域公表状況　一覧表　【二級河川】  1/2

圏域 水系 河川
洪水予報

河川
水位周知

河川
計画規模

公表年月日
想定最大規模

公表予定

西北 中村川 中村川 ○ H19.8.10 H32年度 鯵ヶ沢町

三八・上北 新井田川 新井田川 ○ H22.4.30 H29年度 八戸市

五戸川 五戸川 ○ H20.8.8 H31年度 八戸市 五戸町

奥入瀬川 奥入瀬川 ○ H19.5.7 H30年度 八戸市 十和田市 おいらせ町

明神川 明神川 ○ H19.5.7 H32年度 おいらせ町

青森 堤川 堤川 ○ H15.6.30 H29年度 青森市

駒込川 ○ H15.6.30 H29年度 青森市

沖館川 沖館川 ○ H21.4.30 H29年度 青森市

西滝川 ○ H21.4.30 H29年度 青森市

小湊川 小湊川 ○ H20.6.30 H30年度 平内町

今別川 今別川 ○ H20.6.30 H32年度 今別町

蟹田川 蟹田川 ○ H19.1.22 H32年度 外ヶ浜町

天田内川 天田内川 ○ H21.4.30 H32年度 青森市

新城川 新城川 ○ H19.1.22 H32年度 青森市

野内川 野内川 ○ H21.4.30 H32年度 青森市

野辺地川 野辺地川 ○ H20.6.30 H30年度 野辺地町

枇杷野川 ○ H20.6.30 H30年度 野辺地町

むつ 田名部川 田名部川 ○ H21.4.30 H29年度 むつ市 東通村

小川 ○ H21.4.30 H29年度 むつ市

大畑川 大畑川 ○ H21.4.30 H31年度 むつ市

脇野沢川 脇野沢川 ○ H21.4.30 H31年度 むつ市

二級　計 17 水系 21 河川 2 河川 19 河川 

対象市町村
（計画規模）

12 市町村
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想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の策定（一級河川県管理区間）  
 

 
 

 
 

 
 

洪水予報河川・水位周知河川　浸水想定区域公表状況　一覧表　【一級河川　県管理区間】  2/2

協議会 水系 河川
洪水予報

河川
水位周知

河川
計画規模

公表年月日
想定最大規模

公表予定

岩木川（直轄） 岩木川 十川 ○ ○ H18.6.21 H30年度 五所川原市 鶴田町 板柳町 藤崎町

旧十川 ○ H20.6.30 H31年度 五所川原市

松野木川 ○ H20.6.30 H31年度 五所川原市

金木川 ○ H19.1.22 H31年度 五所川原市

浪岡川 ○ H21.4.30 H30年度 青森市 藤崎町

後長根川 ○ H19.5.7 H31年度 弘前市

平川上流 ○ H16.6.11 H31年度 弘前市 平川市 大鰐町 田舎館村

腰巻川 ○ H19.8.10 H31年度 弘前市

馬淵川（直轄） 馬淵川 馬淵川中流 ○ H17.6.24 H29年度 八戸市 南部町 三戸町

浅水川 ○ H20.8.8 H29年度 八戸市 五戸町 新郷村

熊原川 ○ H19.5.7 H29年度 三戸町 田子町

種子川 ○ H19.5.7 H29年度 田子町

高瀬川（直轄） 高瀬川 高瀬川（県） ○ H20.8.8 H30年度 東北町 七戸町

赤川 ○ H20.8.8 H30年度 東北町

一級　計 3 水系 14 河川 3 河川 12 河川 

二級＋一級　合計 20 水系 35 河川 5 河川 31 河川 

対象市町村
（計画規模）

17 市町村

26 市町村
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避難場所・避難経路（洪水ハザードマップの作成状況） 

○洪水ハザードマップは、浸水想定区域や避難場所等の避難情報を住民にわかりやすく示し、災害時
における住民の迅速かつ円滑な避難行動に役立てる地図で、市町村長が作成する義務がある。 

○浸水想定区域図は、洪水氾濫時の浸水深、浸水範囲等を示し、洪水ハザードマップの基図となる地
図で、河川管理者（国交省、都道府県）が作成する義務がある。 

 
 

 
 

 
 

 
 

市町村名 

洪水ハザードマップ作成状況 
（計画規模降雨Ｌ１） 

洪水ハザードマップ作成状況 
（想定最大規模降雨Ｌ２） 

浸水想定区域図 ハザードマップ 浸水想定区域図 ハザードマップ 

五所川原市 作成済 作成済 

鰺ヶ沢町 作成済 作成済 

深浦町 対象河川なし 対象河川なし 

中泊町 対象河川なし 対象河川なし     

４市町村 作成済（Ｌ１） ２市町村 作成済（Ｌ２） ０市町村 

西北圏域 減災対策協議会対象市町村 

（現状と課題） 
 ○洪水ハザードマップ（Ｌ１）は、２市町村で作成済 
 ○洪水ハザードマップ（Ｌ２）は、現在作成している市町村はない。 
 ○洪水ハザードマップ（Ｌ２）は、浸水想定区域図（Ｌ２）の作成に合わせ、迅速かつ計画的に作成が必要。 

洪水ハザードマップ 
例：中村川（鰺ヶ沢町） 
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まるごとまちごとハザードマップ（洪水）　設置実績

県民局 河川 市町村 設置

箇所数

東青 堤川 (二) 堤川 青森市 3

岩木川 (一) 浪岡川 4

今別川 (二) 今別川 今別町 2

小湊川 (二) 小湊川 平内町 2

計 4河川 3市町村 11

中南 岩木川 (一) 平川 大鰐町 3

岩木川 (一) 平川 田舎館村 1

計 1河川 2市町村 4

三八 馬淵川 (一) 馬淵川 八戸市 2

五戸川 (二) 五戸川 2

五戸川 (二) 五戸川 五戸町 2

馬淵川 (一) 浅水川 1

馬淵川 (一) 熊原川 三戸町 2

馬淵川 (一) 馬淵川 南部町 8

馬淵川 (一) 浅水川 新郷村 1

計 4河川 5市町村 18

西北 岩木川 (一) 金木川 五所川原市 1

西北（鰺） 中村川 (二) 中村川 鰺ヶ沢町 4

計 2河川 2市町村 5

上北 奥入瀬川 (二) 奥入瀬川 十和田市 5

野辺地川 (二) 野辺地川 野辺地町 2

高瀬川 (一) 高瀬川 東北町 2

高瀬川 (一) 赤川 2

計 4河川 3市町村 11

下北 - - -

15河川 15市町村 49

水系

(一級、二級)

合計

避難場所・避難経路（まるごとまちごとハザードマップ）  
 

 
 

 
 

 
 

設置例：中村川 
   （鰺ヶ沢町） 

◆まるごとまちごとハザードマップとは… 
  地域の洪水の危険性を実感できるよう居住地域をまるごとハザードマップと見立て、生活空間である 
 “まちなか”に水防災に関わる各種情報を標示したもの。県内４９箇所設置済（西北圏域：１箇所） 

設置例：馬淵川 
   （南部町） 

浸水想定区域図の見直しに併せて更新が必要 22 



（２）現状の減災に係る取組状況等 
 

①情報伝達、避難計画に関する事項 
 

５）要配慮者利用施設 
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（現状と課題） 
○青森県では、岩手県小本川の災害を契機に、国土交通省、厚労省と共同で、要配慮者利用施設の管理 
 者を対象に説明会を開催。 
○説明会参加者は、８２２施設、約９９０名。 
○不参加の施設管理者に対しても、引き続き、水害・土砂災害への備えについて周知する必要がある。 
○また、早急に要配慮者利用施設毎に避難計画の作成を働きかける必要がある。 
○更に、避難計画策定施設には、その避難計画の訓練を実施し、必要な見直しを実施しながら、災害に備 
 える必要がある。 

避難誘導（要配慮者利用施設） 

急激な水位上昇等による要配慮者利用施設での逃げ遅れによる被害が発生（岩手県小本川） 
 

（現状と課題） 
○被災した要配慮者利用施設の管理者は、避難準備情報の発令 
 を認識していたが、当該情報を意味を理解していなかった。 
○そのため、避難行動に踏み切れなかった。 

○要配慮者利用施設へ 
     の説明会が急務 

 
 

 
 

 
 

 
 要配慮者利用施設の現状（市町村別）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要配慮者利用施設への説明会の実施 

説明会の状況（青森会場） 

市町村名 
要配慮者 

利用施設数 
避難計画の 
策定施設数 

避難訓練 
実施施設数 

五所川原市 16 2  2 

鰺ヶ沢町 5 2  1  

深浦町     

中泊町     

•青森県では、国土交通省、厚
労省と共同で、水害・土砂災
害への備えに関する説明会を
要配慮者利用施設の管理者
を対象に実施した。 
 
•青森市、弘前市、八戸市の３
会場で開催され、３会場合計
で約９９０名（８２２施設）の参
加があった。 
（数値は申込み時点のもの） 

※対象施設は、県管理河川における現行の 
 浸水想定区域内にあるもの 
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（２）現状の減災に係る取組状況等 
 

②水防に関する事項 
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・「河川巡視実施要領」を定め、計画的な巡視を実施している。 
・主要河川においては、年１回以上の徒歩による点検を実施し、河川管理施設における早期の変状の把握に努めている。 

河川の巡視・水防備蓄資材の点検・水防工法訓練への参加 

◆河川巡視・点検を実施し、河川管理施設の変状の把握に努めている。 
◆関係機関と連携し、水防活動への支援強化、訓練への参加等を通じ、災害に備えている。 

河川の巡視・点検 

・国が開催する水防工法訓練へ積極的に参加する等、 
職員・水防団の技術力の向上に努めている。 

・毎年度、水防資材の備蓄状況を点検し、災害の発生に備えている。 
・資材の保有状況について、水防団等との情報共有が必要。 

河川巡視（平常時） 河川巡視（出水時） 徒歩による点検 

馬淵川・高瀬川総合水防演習（H28.5） 

水防工法訓練への参加 水防資材の備蓄 

水防倉庫内備蓄状況（青森市） 26 



（２）現状の減災に係る取組状況等 
 

③施設運用等に関する事項 

27 
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貯水位（ｍ） 流入量（ｍ3/s） 放流量（ｍ3/s）

洪水時最高水位（282.60m）

平常時最高水位（263.40m）

最低水位（253.40m）

0

1

2

3

4

5

6

実績水位（ｍ） ダムがなかった場合（ｍ）

はん濫危険水位（4.75m）

水防団待機水位（2.70m）

はん濫注意水位（3.00m）

避難判断水位 （4.10m）

○堤川流域では、平成28年8月30日に台風第10号の影響により酸ヶ湯地点等で最大24時間雨量が206.5mmを観測。 

○ダムへの最大流入量は約283m3/sで、平成元年管理開始以降28年間で最大を記録。ダムでは洪水調節により、最大190ｍ３／ｓ（67％）を貯留。 

○その結果、新妙見橋地点（堤川河口から4.7km付近）で、約1.6ｍの水位を低減させる効果があったものと推測。 

堤川水系 下湯ダムの効果（平成28年8月 台風第10号）  

新妙見橋地点の水位低減効果 

最大流入量 283m3/s（既往最大） 
第2位 164m3/s（H16.8.18）の1.7倍 

下湯ダム 
107mm 

新妙見橋 

ダムがなかった場合：5.60ｍ 

実績水位：3.99ｍ 

 
 

累計雨量251mm 

  

青森県 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

【ダム地点】 

  

    
  
  

時間最大雨量36mm 

洪水調節により破線まで貯留 

最大流入時の放流量 93m3/s 

●最大24時間雨量 

【酸ヶ湯地点】 

最大1.6mの 
水位低減 

下湯ダム 
●108mm 

新妙見橋 

酸ヶ湯206.5mm 

寒水沢186mm 

青森気象台61mm 

青森県整50mm 

雲谷33mm 

萱野茶屋104mm 

田代平143mm 

洪水調節によりダムに貯めた水量は 
25mプール（540m3）約5,600杯分 

ダムで190m3/s調節 
（約67％低減） 

管理ダムの活用状況 （例：H28年8月の台風10号における下湯ダムの効果） 
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（２）現状の減災に係る取組状況等 
 

④河川の整備に関する事項 
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河川改修・維持管理 

 二級河川中村川水系中村川は、沿川に家屋が連坦し、河道が狭小で現況
流下能力が低いため、昭和３３年や昭和５０年に甚大な被害が発生しており、
近年でも平成２年の集中豪雨による洪水により、浸水面積０．４ｈａ、床下浸水
４戸の被害が生じている。 
 このことから、広域河川改修事業を実施し、河川改修を行うことにより、平成
２年と同規模の洪水に対して浸水被害の解消を図る。 

中村川広域河川改修事業 

平成１６年９月 

昭和３３年８月 

標準横断図 

 
河床掘削・雑木伐採 

 洪水時の流下能力確保のため、流下阻害となる
堆積土砂の掘削、雑木の伐採について、市町村等
との情報共有により、優先度の高い区間を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

堤防除草 
 アタッチメント式の除草機械を導入し、効率的な堤
防除草を実施している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※課題 
 予算の制約等により、対応が必要な全区間では実施
できていないのが現状。 

維持管理 

（雑木伐採状況） （河床掘削状況） 
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